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 「流域治水」の取組の一環として、横川流域における流域治水対策を推進するための具体的な施策や手段をとりま
とめた「流域治水対策アクションプラン（R4.12）」 を策定。

 「氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策」、「被害対象を減少させるための対策」、「被害の軽減、早期復旧・復興
のための対策」という３つの対策テーマに基づき、考え得るハード・ソフトの対策について、実施区域や具体的な対策
メニュー、実施主体、実施期間等を明示。

（出典）横川流域治水検討会：「流域治水対策アクションプラン【横川流域】」

横川流域におけるこれまでの流域治水の取組
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（出典）山梨県、南アルプス市、中央市：「横川他4河川 特定都市河川パンフレット」

 横川他4河川を、令和7年9月1日に特定都市河川及び特定都市河川流域に指定。

特定都市河川の指定



流域水害対策協議会の設置①

 流域⽔害対策協議会
法第７条の規定により、特定都市河川及び特定都市河川流域が指定された場合、河川管理者等は共同して、
流域⽔害対策計画の作成及び変更に関する協議並びに当該計画の実施に係る連絡調整を⾏うため、協議会
を組織することができるとされている。
横川の流域⽔害対策計画策定に際しては、法の定めを参考に新たに協議会を設置する。
（「横川流域治⽔検討会」は、実務者会議として活⽤。）

 協議結果の尊重
協議会において協議が調った事項については、構成員はその結果を尊重し、流域全体の⼀体的な⽔害対策を
推進する。

流域⽔害対策協議会の構成イメージ
（参考：特定都市河川浸⽔被害対策法第７条）

（出典） 一般社団法人 国土技術研究センター： 「解説・特定都市河川浸水被害対策法施行に関するガイドライン（令和7年3月版）」に一部加筆
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横川流域⽔害対策協議会構成員（案）と対応分野 ●：必須の者 ○必要と認める者
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●●●●●総務部、産業観光部、建設部南アルプス市⻑
●上下⽔道局下⽔道管理者（南アルプス市⻑）

●●産業建設部中央市⻑
●流域治⽔課、河川管理課関東地⽅整備局甲府河川国道事務所⻑

○防災危機管理課⼭梨県防災局⻑
○産業政策課、成⻑産業推進課⼭梨県産業政策部⻑

○農村振興課、耕地課⼭梨県農政部⻑
●●●治⽔課、下⽔道室、都市計画課⼭梨県県⼟整備部⻑

○⼭梨⼤学⼤学院総合研究部
⼯学域⼟⽊環境⼯学系准教授⼤槻順朗

 協議会の構成員
特定都市河川浸⽔被害対策法第7条の規定により、流域⽔害対策計画の策定主体及び接続河川の河川管理者
や、助⾔する⽴場にあり策定主体が必要と認める者で構成。（実務者会議となる「横川流域治⽔検討会」
の構成を踏まえた整理。）
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流域水害対策協議会の設置②



横川流域⽔害対策協議会 横川流域治⽔検討会（既存組織）

【議⻑】
・⼭梨県県⼟整備部 技監

【委員】
・国⼟交通省関東地⽅整備局
甲府河川国道事務所 副所⻑

・⼭梨県防災局 防災危機管理課⻑
・⼭梨県産業政策部 成⻑産業推進課⻑
・⼭梨県農政部 農村振興課⻑
・⼭梨県農政部 耕地課⻑
・⼭梨県農政部 中北農務事務所⻑
・⼭梨県県⼟整備部 道路整備課⻑
・⼭梨県県⼟整備部 道路管理課⻑
・⼭梨県県⼟整備部 治⽔課⻑
・⼭梨県県⼟整備部 下⽔道室⻑
・⼭梨県県⼟整備部 都市計画課⻑
・⼭梨県県⼟整備部 建築住宅課⻑
・⼭梨県県⼟整備部 中北建設事務所⻑
・南アルプス市 総務部⻑
・南アルプス市 産業観光部⻑
・南アルプス市 建設部⻑
・南アルプス市 上下⽔道局⻑
・中央市 産業建設部⻑

【会⻑】
・⼭梨県県⼟整備部⻑

【委員】
・南アルプス市⻑
・下⽔道管理者（南アルプス市⻑）
・中央市⻑
・国⼟交通省関東地⽅整備局
甲府河川国道事務所⻑

・⼭梨県防災局⻑
・⼭梨県産業政策部⻑
・⼭梨県農政部⻑
・⼭梨⼤学⼤学院総合研究部
⼯学域⼟⽊環境⼯学系准教授⼤槻順朗

 横川流域⽔害対策協議会：流域⽔害対策計画の作成に関する協議・合意を⾏う組織
 横川流域治⽔検討会 ：同計画案の検討に関する協議を⾏う組織 として位置づける。

 役割
意思決定・調整・評価

 具体的機能
・計画の作成（変更）に関する協議、合意
・計画に基づく施策の実施状況の連絡調整
・実施状況の評価

 役割
専⾨的検討・案作成

 具体的機能
・素案及び計画案の検討・協議
・計画内容の技術的・実務的検討
⇒検討会の結果は、協議会の会⻑に報告

構成員 構成員

※協議会の構成員が取組の実施に合意した事項について、
構成員はその結果を尊重し、取組を実施する責務を負う。

※協議会では、流域⽔害対策計画の評価を⾏う等により、
浸⽔被害対策の計画管理（フォローアップ）を適宜⾏う。
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会議・資料は「公開」 会議・資料は「⾮公開」

流域水害対策協議会の設置③・・・既存組織（検討会）との関係性


